
だ
さ
い
。（
月
〜
金
曜
日
ま
で
は
、

同
セ
ン
タ
ー
で
引
き
取
り
可
能
）

七
十
歳
以
上
（
身
障
手
帳
一
〜

三
級
と
四
級
の
一
部
の
人
は
六
十

五
歳
以
上
）
に
な
る
と
「
老
人
保

健
」の
受
給
資
格
が
発
生
し
ま
す
。

ま
だ
、
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人

は
、
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
そ
の
際
、
保
険
証
（
七

十
歳
未
満
の
人
は
保
険
証
と
身
障

手
帳
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

健
康
対
策
課
（
さ
ざ

ん
か
会
館
４
階
・
q
20
―

３
１
９

３
）

※
退
職
者
国
民
健
康
保
険
証
を
持
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狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
毎
年
一

回
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

手
数
料
（
通
知
は
が
き
が
届
い
た

人
は
、
は
が
き
も
）
を
持
参
の
う

え
、犬
を
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
七
年
度
以
前
に
登
録

さ
れ
た
犬
は
、
再
度
登
録
が
必
要

で
す
。

▽
新
規
登
録
（
平
成
７

年
度
以
降
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い

生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
）
／
登

録
と
予
防
注
射
手
数
料
５
９
５
０

円
▽
継
続
（
平
成
７
年
度
以
降
に

登
録
さ
れ
た
飼
い
犬
）
／
予
防
注

射
手
数
料
　
２
９
５
０
円
（
犬
表

示
シ
ー
ル
が
必
要
な
場
合
は
、
別

途
80
円
）

※
犬
が
暴
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
押
さ
え
る
こ
と
の
で
き
る
飼

い
主
が
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

住
所
変
更
や
飼
い
犬
が
死
亡
し

た
場
合
は
、
健
康
対
策
課
（
q
20

―

３
１
９
２
）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
飼
え
な
く
な
っ
た
犬

は
、
毎
月
第
三
水
曜
日
に
地
区
公

民
館
で
引
き
取
り
ま
す
。
前
日
ま

で
に
健
康
対
策
課
、
ま
た
は
東
部

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
江
津
・

q
22
―

５
１
６
２
）に
連
絡
し
て
く

っ
て
い
る
人
は
一
般
保
険
証
へ

の
書
き
替
え
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
保
険
年
金
課
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

戦
没
者
死
亡
当
時
の

遺
族
（
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹
、
三
親
等
内
親

族
）
で
、
平
成
７
年
４
月
１
日

〜
平
成
11
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
当
該
戦
没
者
に
か
か
る
公

務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
な
ど
の

受
給
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合

額
面
24
万
円
／
６

年
償
還
の
記
名
国
債

福
祉
課
（
q
20
―

３
１

８
１
）
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日 会 　 場 時 間
岩坪公民館 9：30～ 9：40

4月4日（木）
JA鳥取いなば神戸支店 10：00～10：10
下砂見公民館 10：20～10：30
大和地区公民館 10：50～11：00
湖南地区公民館 9：30～ 9：50

4月5日（金）JA鳥取いなば大郷支店 10：05～10：20
松保地区公民館 10：40～11：10
明治地区公民館 9：30～ 9：45

4月8日（月）豊実地区公民館 10：10～10：25
西里仁公民館 10：45～11：00

4月9日（火）
城北地区公民館 9：30～10：20
浜坂地区公民館 10：40～11：30
東吉成会館 9：30～ 9：50

4月10日（水）雲山南団地集会所 10：10～10：40
大覚寺公民館 11：00～11：20
JAいなば鳥取美保支店 9：30～10：10

4月11日（木）中吉成集会所 10：25～10：40
美穂地区公民館 11：00～11：20
円通寺集会所 9：30～ 9：40

4月12日（金）国安集会所 10：00～10：20
東馬場集会所 10：40～10：50
賀露7区公民館 9：30～ 9：50

4月15日（月）中国地方整備局鳥取港事務所（旧第3港湾建設局）10：10～10：30
千代水地区公民館 10：50～11：10
わかば会館 9：30～10：00

4月16日（火）津ノ井地区公民館 10：25～10：50
米里地区公民館 11：15～11：30

4月17日（水）
岩倉地区公民館 9：30～10：10
稲葉山地区公民館 10：30～11：00
面影地区公民館 9：30～10：00

4月18日（木）大杙2区集会所 10：20～10：50
修立地区公民館 11：10～11：30
東郷地区公民館 9：30～ 9：50

4月19日（金）大正地区公民館 10：10～10：30
古海隣保館 10：50～11：15

4月21日（日）鳥取市役所 9：00～11：30
下味野隣保館 9：30～ 9：50

4月22日（月）聖神社駐車場 10：20～10：40
富桑隣保館 11：00～11：20

4月23日（火）
美萩野1丁目集会所 9：30～10：30
末恒地区公民館 10：55～11：15
湖山西地区公民館 9：30～10：00

4月24日（水）湖山地区公民館 10：15～10：55
湖山神社 11：10～11：30
大森団地集会所 9：30～ 9：50

4月25日（木）八幡池スポーツセンター城北体育館 10：10～10：30
北園ふれあい会館 10：50～11：20


